
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
次
の
処
分
に
つ
い
て
、
処
分
を
受
け
る
べ
き
者
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
職
員
の

分
限
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
三
月
年
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
第
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
日

奈
良
県
教
育
委
員
会
委
員
長

松

村

佳

子

奈
良
県
大
和
高
田
市
公
立
学
校
教
員


本
清
孝

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
同
項
の
規
定
及
び
職
員
の
分
限

に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
職
を
免
ず
る
。
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